
 入 札 公 告 

  

 次のとおり一般競争入札に付します。 

  

 令和８年７月７日 

  

                                 分任支出負担行為担当官 

                                 津軽森林管理署金木支署長   髙橋 毅  

１ 競争入札に付する事項 

（１） 入札物件名 

入札番号第 1 号 令和８年度津軽森林管理署金木支署官用自動車点検等業務 

（２） 入札物件の品質規格、数量等 

自動車点検業務（自動車点検項目ごとの単価契約） 

別紙 1「官用自動車点検等業務仕様書」のとおり 

（３） 契約日 

落札決定の翌日から起算して 7 日以内とする。 

      ただし、契約書の郵送等に日数が必要な場合は、この限りではない。 

（４） 契約期間 

契約締結日から令和９年 3 月 31 日まで  

（５） 履行場所 

落札者の自動車分解整備事業場等  

ただし、落札者は、津軽森林管理署金木支署仮庁舎より官用自動車を引き取り、点

検・整備・検査の上車両引渡し場所へ納車するものとする。  

    

２ 競争参加資格  

（１） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条の 

規定に該当しない者であること。  

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得

ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。   

（２） 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。  

（３） 令和 07･08･09 年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格)において、種類：｢役 

務の提供等」、地域：「東北地域」、営業品目「車両整備」の競争参加資格を有する者で

あること。  

（４） 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置 

要領」（平成 26 年 12 月４日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知）に基づく指名停

止を受けている期間中でないこと。  

（５） 入札説明資料の交付を受けていること。  

  

 

 



３ 電子調達システムの利用  

本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することがで

きる対象案件である。  

  

４ 入札説明書等を入手する場所及び問合せ先、交付期間  

（１） 入札説明書等の交付場所、入手方法及び問合せ先 

ア ダウンロードによる場合      

電子調達システム又は津軽森林管理署金木支署ホームページから入手すること。  

   イ 手交又は郵送（希望者負担）を希望の場合及び問合せ先  

     〒037-0201 青森県五所川原市金木町川倉七夕野 84-66 

     津軽森林管理署金木支署総務グループ  電話：0173-53-3115  

（２） 入札説明書等の交付期間 

入札の公告日から入札日までの期間とする。 

ただし手交による場合は開庁日とし時間は 8 時 30 分から 17 時 00 分までとする。 

  

５ 履行証明書等提出書類の提出期限及び提出方法  

（１） 提出書類  

     この一般競争に参加を希望する者は、履行証明書（上記２（３）の資格を有するこ

とを証明する書類（「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写し）を添付）、車両

の点検・整備・検査が可能であることを証するため、別紙 2「自動車分解整備事業場

一覧」を作成し、「自動車分解整備事業場一覧」に記載した事業場が運輸局から指定又

は認証を受けている指定書又は認証書の写しを下記により提出すること。  

（２） 提出期限 

令和 8 年 7 月 24 日（金）17 時 00 分まで。  

     なお、当該証明書類に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は､

令和 8 年 7 月 27 日（月）17 時 00 分までの間においてそれに応じなければならない。  

（３） 提出方法  

ア 電子調達システムにより参加する場合 

   電子調達システム上で pdf ファイル形式により提出すること。  

   イ 紙入札方式により参加する場合  

持参又は郵送（書留郵便に限る。）による場合は上記４（１）イの場所に提出する 

こと。 

（４）上記（２）に規定する期限までに提出書類を提出しない者又は競争参加資格がない 

と認めた者は本入札に参加できない。 

 

６ 入札の方法  

（１） 入札金額は、単価契約及び総価契約にかかわらず、総価を記載すること。  

（２） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額 

を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

るものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を



入札書に記載すること。ただし、自動車重量税と自賠責保険料については非課税とす

る。なお、契約は落札価格に基づく単価契約となるので、入札内訳書に単価及び金額

を記載し、金額の計は入札書の金額と一致させること。  

（３） 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札 

により難い者は発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。 

（４） 紙入札により入札する場合は入札書に物件番号及び物件名を明瞭に記載すること。  

（５） 入札内訳書は、次のアからウによる。  

ア 入札書と同様に入札内訳書に単価及び金額を記載し、金額の計は入札書の金額と 

一致させること。  

イ 電子調達システムにより入札を行う場合は、同システム内の入札書入力において 

入札内訳書を PDF にて保存すること。  

ウ 紙入札の場合は入札内訳書を入札書と同封し、投函もしくは郵送すること。  

  

７ 入札・開札の場所及び日時 

（１）入札書の提出日時 

ア 電子調達システムにより参加する場合 

令和 8 年 7 月 29 日（水）9 時 00 分から令和 8 年 7 月 30 日（木）13 時 30 分 

イ 紙入札方式により参加する場合 

令和 8 年 7 月 30 日（木）13 時 15 分から 13 時 30 分 

郵送による入札を認めることとする。ただし、郵送（書留郵便に限る。）による入

札の期限については、令和 8 年 7 月 29 日（水）17 時 00 分までに必着とし、再入

札には参加できない。郵送先は、上記４（１）イとし、入札書の日付は「令和 8 年

7 月 30 日」とする。 

（２）開札の場所及び日時 

津軽森林管理署金木支署仮庁舎 入札室 令和 8 年 7 月 30 日（木）13 時 30 分 

（〒037-0201 青森県五所川原市金木町川倉七夕野 84-66） 

 

８ 再入札  

入札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を

おこなうこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持

参、電子調達システムによる入札者は、電子調達システムを開いて待機すること。この

場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。  

  

９ 入札保証金及び契約保証金 

免除する。  

  

10 入札の無効  

入札説明書及び東北森林管理局競争契約入札心得による。  

  

11 落札者の決定方法  



本公告に示した役務を提供できると分任支出負担行為担当官が判断した資料及び入札

書を提出した入札者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。  

  

12 契約書作成の要否及び電子契約について  

いずれの入札物件も契約書の作成は要とし、落札者が紙入札の場合を除き、電子によ

る契約とする。ただし、落札者が紙による契約書を希望する場合はこの限りではない。  

  

13 その他  

（１） 使用言語及び通貨  

入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。  

（２） 電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認め 

ないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙

入札方式に変更することができるものとする。  

（３） 発注者側の電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札 

方式に変更する場合がある。  

（４） 入札内訳書の設定がない物件であっても、落札後、発注者より金額等の内訳の提出 

を求められた場合は、これに従わなければならない。  

（５） 入札内訳書等（入札書含む）に納品にかかわる送料等の記載がない場合は、入札内 

訳書及び入札書に送料等が含まれた金額とする。  

（６） 本公告に表記されている時刻は全て 24 時制である。  

（７） 本公告に記載なき事項及び詳細は、入札説明書及び東北森林管理局競争契約入札心 

得による。  

（８） 東北森林管理局役務契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得  

本公告に係る東北森林管理局役務契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得に

ついては、こちらからダウンロードしてください。  

     東北森林管理局ホームページ掲載場所  

     東北森林管理局ホーム＞公売・入札情報＞各種要領及びマニュアル  

     URL：http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の 

交付日は本公告の公告日とすることとしますので、ご承知おきください。  

  

  

 お知らせ  

  農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程

（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。  

  この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームペー

ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。  

  詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧ください。  

http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html  



別紙１ 

官用自動車点検等業務仕様書 
 
１ 対象物品 
  別添１の令和７年度津軽森林管理署金木支署官用自動車点検等業務（整備内容一

覧表）（以下「一覧表」という。）に定める自動車とする。 
  なお、台数及び数量については予定であり、変動することもあるので、契約相手

方は予定台数に変更があっても異議を申し立てないこと。 
  一覧表以外の整備（消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。）については、

契約相手方が点検を実施した結果、整備が必要であると判断した場合に、分任支出

負担行為担当官等が任命した監督職員に連絡の上指示を受けるものとする。 
 
２ 請負内容 
（１）契約相手方は、別添２の車両引渡場所一覧より車両を引き取り、点検・検査等

を実施の上、庁舎に返還するものとする。 
（２）一覧表及び入札書（内訳書）における件名の内容は次のとおりとする。 
  ア 定期点検とは、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）

第 48 条に基づく点検整備とする。 
  イ 継続点検とは、法第 62 条に基づく検査とする。 
  ウ 基本点検技術料とは、法第 48 条に基づく自動車点検基準（昭和 26 年運輸省

令第 70 号）において規定する全ての項目の点検作業をいう。 
  エ 保安検査確認とは、法第 62 条に定める継続検査に係るものとする。 
  オ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、

申請に必要な書類は契約者の負担において用意するものとする。 
  カ 車内清掃とは、車内の粉じん等ゴミの除去、ゴムマットの清掃及び樹脂並び

に鉄製部分の拭き掃除の作業をいう。 
    外回り清掃とは、外回りの洗浄、拭き掃除の作業をいう。 
  キ エンジンオイル交換には、エンジンオイル（部品）代金を含むものとする。 
   エンジンオイルについては、ＡＰＩ規格（ガソリン車についてはＳＬ品質以上）

のものとし、該当車種に適したエンジンオイルを使用すること。 
    なお、エンジンオイル量は１台当たり５リットルを交換すると想定して算定

することとし、精算金額は実際のオイル交換量に１リットル当たりの単価を乗

じて算出した金額を採用するものとする。 
  ク 別途発注 
    上記以外の業務については、分任支出負担行為担当官等が任命した監督職員

と契約相手方による協議により決定するものとする。 
 
３ 整備の追加 
（１）契約相手方は、上記１の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実

施した結果、一覧表に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、

直ちに分任支出負担行為担当官等が任命した監督職員に通知するとともに、その

追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用

の見積りを当該車両の使用者である官署の長あて提出するものとする。 
（２）当該車両の使用者である官署の長は、契約単価に定めのない部分の追加整備に

ついて前項の契約相手方の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、別

途の請負契約を契約相手方と締結するものとする。 



 
４ 保証 
  契約相手方は、当該業務の完了後６か月、又は当該業務を実施した対象車両が、

業務を完了したときからの走行距離が１万キロメートルに達したときのいずれか早

い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じ

た場合であって、かつ、その不具合が当該業務の原因で生じたものと契約相手方が

認めたときは、その不具合箇所を契約相手方の負担において再度整備するものとす

る。その他、保証の詳細は、契約相手方の発行する整備保証書による。 
 
５ 代金の請求及び支払 
（１）契約相手方は、業務の履行を完了し分任支出負担行為担当官等が任命した検査

職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数か月分を取りまとめ、適法な請

求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を分任支出負担行

為担当官に請求することができる。 
（２）分任支出負担行為担当官等は、前項の支払請求書を受理したときは、その日か

ら起算して 30 日以内（以下「約定期間」という。）に代金を契約相手方に支払わ

なければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、契約相手方に返

送した場合には、分任支出負担行為担当官等がその返送した日から契約相手方の

適法な請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しない。 
 
６ その他 
  契約相手方は、車両の返還に当たっては、分任支出負担行為担当官等が任命した

検査職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使

用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。 
  また、その際は、整備した全ての内容を明確に記載した点検整備記録簿を提出す

ること。 
  なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場

合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。 



別紙２
記載例

自動車点検整備等委託車両
及び整備内容等一覧表No

左記の車両を整備する
自動車分解整備事業場

事業場住所 電話番号 備考

（記載例）
No.１～１３

(株)○○自動車□□店 ○○市○○町○丁目○○－○○ ○○－○○○○

（記載例）
No.１４～１５

(株)○○自動車△△店 △△市△△町△丁目△△－△△ △△－△△△△

車両の点検整備を行う事業場は上記のとおりです。

住   所
商号又は名称
代表者 氏名

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 髙橋 毅 殿

自動車分解整備事業場一覧



別紙２

自動車点検整備等委託車両
及び整備内容等一覧表No

左記の車両を整備する
自動車分解整備事業場

事業場住所 電話番号 備考

車両の点検整備を行う事業場は上記のとおりです。

住   所
商号又は名称
代表者 氏名

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 髙橋 毅 殿

自動車分解整備事業場一覧



別添１

令和8年度津軽森林管理署金木支署官用自動車点検等業務車両及び整備内容等一覧表（金木支署、森林技術・支援センター）
定期点検
（12カ月
点検）

1 市浦森林事務所 青森580け3933 TW2-029081 スバル ディアスワゴン ABA-TW2 ガソリン R7.4.5 R9.4.5 自家用車 軽自動車
検査対象車
24カ月

13年経過車 自家用車 軽自動車
検査対象車
本土24カ月

8,800 18,660 H19 H20.3.10 R9.3.9 R9 ３ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 支署 青森480う2836 DG63T-416938 マツダ スクラムトラック EBD-DG63T ガソリン R7.9.10 R9.9.10 自家用車 軽自動車 13年経過車 自家用車 軽自動車 H19 H19.8.16 R9.8.19 R8 ８ 〇 〇 〇

3 中里森林事務所 青森500め2244 J210G-0008551 ダイハツ ビーゴ ABA-J210G ガソリン R8.2.18 R10.2.18 自家用車 乗用自動車
車両重量
1.5トンまで

13年経過車 自家用車 乗用自動車 H22 H23.1.20 R10.1.19 R9 １ 〇 〇 〇

4 市浦森林事務所 青森500も5511 J210G-0009165 ダイハツ ビーゴ ABA-J210G ガソリン R7.4.2 R9.4.2 自家用車 乗用自動車
車両重量
1.5トンまで

検査対象車
24カ月

13年経過車 自家用車 乗用自動車
検査対象車
本土24カ月

34,200 18,560 H23 H24.3.2 R9.3.1 R9 ３ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

5 喜良市森林事務所 青森500ゆ4818 J210G-2000250 ダイハツ ビーゴ ABA-J210G ガソリン R7.11.19 R9.11.19 自家用車 乗用自動車
車両重量
1.5トンまで

13年経過車 自家用車 乗用自動車 H24 H24.10.19 R9.10.19 R8 10 〇 〇 〇

6 今泉森林事務所 青森500ゆ4819 J210G-2000253 ダイハツ ビーゴ ABA-J210G ガソリン R7.11.19 R9.11.19 自家用車 乗用自動車
車両重量
1.5トンまで

13年経過車 自家用車 乗用自動車 H24 H24.10.19 R9.10.27 R8 10 〇 〇 〇

7 支署 青森501す1676 J210G-2000740 ダイハツ ビーゴ ABA-J210G ガソリン R7.3.14 R9.3.14 自家用車 乗用自動車
車両重量
1.5トンまで

検査対象車
24カ月

13年経過車 自家用車 乗用自動車
検査対象車
本土24カ月

34,200 18,560 H25 H26.2.14 R9.2.13 R9 ２ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

8 支署 青森300は9322 TDA4W-272141 スズキ エスクード CBA-TDA4W ガソリン R7.2.27 R9.2.27 自家用車 乗用自動車
車両重量
２トンまで

検査対象車
24カ月

13年経過車 自家用車 乗用自動車
検査対象車
本土24カ月

45,600 18,560 H25 H26.2.27 R9.2.26 R9 ２ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

9 支署 青森300ほ4710 SJ5-094635 スバル フォレスター DBA-SJ5 ガソリン R8.2.26 R10.2.26 自家用車 乗用自動車
車両重量
1.5トンまで

自家用車 乗用自動車 H28 H29.1.26 R10.1.25 R9 １ 〇 〇 〇

10 支署 青森300ま3396 NT32-078536 ニッサン エクストレイル DBA-NT32 ガソリン R7.1.19 R9.1.19 自家用車 乗用自動車
車両重量
２トンまで

検査対象車
24カ月

自家用車 乗用自動車
検査対象車
本土24カ月

32,800 18,560 H29 H29.12.19 R8.12.18 R8 12 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11 森林技術・
支援センター

青森300み1844 NT32-585923 ニッサン エクストレイル DBA-NT32 ガソリン R7.12.20 R9.12.20 自家用車 乗用自動車
車両重量
２トンまで

自家用車 乗用自動車 H30 H30.11.20 R9.11.19 R8 11 〇 〇 〇

12 支署 八戸580な9498 MS41S-180529 マツダ フレアクロスオーバー DAA-MS41S ガソリン R6.2.7 R8.2.7 自家用車 軽自動車 自家用車 軽自動車 H30 H31.1.10 R10.1.9 R9 1 〇 〇 〇

13 森林技術・
支援センター

青森300む3713 NT32-314008 ニッサン エクストレイル DBA-NT32 ガソリン R7.4.2 R9.4.2 自家用車 乗用自動車
車両重量
２トンまで

検査対象車
24カ月

自家用車 乗用自動車
検査対象車
本土24カ月

32,800 18,560 H31 R2.3.2 R9.3.1 R9 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

14 支署 青森300む3779 NT32-314014 ニッサン エクストレイル DBA-NT32 ガソリン R7.4.5 R9.4.5 自家用車 乗用自動車
車両重量
２トンまで

検査対象車
24カ月

自家用車 乗用自動車
検査対象車
本土24カ月

32,800 18,560 H31 R2.3.5 R9.3.12 R9 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

15 支署 青森501ぬ4686 A210S-0024724 ダイハツ ロッキー 3BA-A210S ガソリン R7.3.7 R10.4.7 自家用車 乗用自動車
車両重量
1.5トンまで

自家用車 乗用自動車 R6 R7.3.7 R10.3.6 R9 3 〇 〇 〇

合計 15台
車検７台
定期点検８台

NO. 署等 登録番号 車台番号 型式
メーカー 車種

車名 ガソリン
ディーゼル

車別

車検
満了日

定期点検
又は

車検実施
予定月

継続点検（車検） 車内
及び

外回り
清掃自 至

基本
点検

技術料

自動車重量税 自賠責保険料 自動車
重量税

自賠責
保険料

取得
年度

登録年
月日

自賠責保険期間 エンジン
オイル
交換

エンジン、
下回り

スチール洗浄

下回り
防錆
塗装

保安
検査
確認

継続
検査
代行

基本
点検

技術料



別添２

物件名 官署名 住   所 電話番号

第１号
津軽森林管理署
金木支署

〒037-0201
青森県五所川原市金木町川倉七夕野84-66

0173-53-3115

車両引渡場所一覧


